
3.(1)補装具費の支給のしくみ 

 

 補装具費の支給申請手続きについては下記の図のとおりで、手続で重要となる点を記載します。 

 

 

○補装具の購入等を希望する者は、市町に補装具費支給の申請を行う。 

○申請を受けた市町は、更生相談所等の意見を基に補装具費の支給を行うことが適切であると 

認めるときは、補装具費の支給の決定を行う。 

○補装具費の支給の決定を受けた障害者等は、事業者との契約により、当該事業者から補装具 

の購入等のサービス提供を受ける。 

○障害者等が事業者から補装具の購入等のサービスを受けた時は、 

  ・障害者等は、事業者に対し、補装具の購入等に要した費用のうち利用者負担額を支払うと 

   ともに、 

  ・事業者は、市町村に対し、補装具の購入等に通常要する費用から利用者負担額を差し引い 

   た額を請求する。 

○市町は、事業者から補装具費の請求があった時は、補装具費の支給を行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

引用：補装具費支給事務 平成３０年度 告示改正対応版､公益財団法人テクノエイド協会 

 

⑦ 代理受領に係る補装具費支払請求書を提出 

利 用 者 
（申請者） 

補装具製作業者 

更生相談所等 
（指定自立支援医療機関、保健所） 

市  町 

※利用者負担額→負担上限額または基準額×10／100 

② 補装具費支給決定 
（種目・金額） 
※申請者が適切な業者の選定に 
必要となる情報の提供 
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    判定書の交付 


